
 

太田市ＡＥＤ設置事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域における救命率向上を図るため、自動体外式除細動器（以下「Ａ

ＥＤ」という。）を購入する集会所（太田市地区集会所新増築等補助金交付要綱（平成２

１年４月１日太田市制定）第１条に規定する集会所をいう。以下同じ。）を有する行政区

又は自治会等（以下「行政区等」という。）に対し、太田市ＡＥＤ設置事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付することについて、太田市補助金等に関する規則（平成１７

年太田市規則第７６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象団体等） 

第２条 補助金の交付対象団体は、市内に主たる事務所を有する行政区等とする。 

２ ＡＥＤの本体の購入に係る補助金の交付は、１集会所につき７年ごと（既に設置され

たＡＥＤが故障した場合の買い替えに係る本体の購入については、この限りでない。）に

１台に限るものとする。 

（交付対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象とする経費は、次に掲げる経費とする。 

 ⑴ 集会所に設置するＡＥＤの本体及び初回付属品の購入費並びに取付工事費（以下「Ａ

ＥＤ購入等経費」という。） 

⑵ この要綱の規定により補助金の交付を受けたＡＥＤに係る消耗品であって、かつ、

１回の申請につきバッテリーパック１個及び使い捨て除細動パッド２組までの交換費用

（以下「消耗品費」という。）（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、ＡＥＤ購入等経費の額に２分の１を乗じて得た額（千円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とし、１０万円を限度とする。 

２ 第３条第２号に規定する消耗品費の補助金の額は、次の各号に掲げる交付対象経費の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ バッテリーパック交換費用 その総額（消費税相当額を含む。）に２分の１を乗じて

得た額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、２万円

を限度とする。 

⑵ 使い捨て除細動パッド交換費用 その総額（消費税相当額を含む。）に２分の１を乗

じて得た額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、１

万円を限度とする。 

（補助金の交付条件） 

第５条 市長は、補助金の交付条件として、次に掲げる条件を付すものとする。 

⑴ ＡＥＤの日常点検を行い、適正に管理すること。 

⑵ ＡＥＤの点検管理者を配置すること。 



 

⑶ ＡＥＤの使用に関する救命講習の受講者を行政区等に有すること、または受講計画

を定めていること。 

 ⑷ＡＥＤ購入等経費及び消耗品費について、市その他の補助又は助成を受けていないこ

と。 

（補助金の返還） 

第６条 市長は、補助金の交付の決定を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当するこ

とが判明したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付

した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 


